
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成 29 年度 自動車騒音常時監視に係る 
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1 騒音に係る環境基準の地域評価結果 

 

本業務における評価対象道路において道路に面する地域に立地している住居等を対象

に自動車騒音の常時監視として面的評価を行った。 

 

◆環境基準の達成状況 

データを集計した結果、昼間（6 時～22 時）及び夜間（22 時～6 時）とも環境基

準値以下であったのは1501 戸中1378 戸（91.8％）、昼間のみ基準値以下であったの

は104 戸（6.9％）、夜間のみ基準値以下であったのは0 戸（0％）、昼夜間とも基準

値を超過したのは19 戸（1.3％）となっていた。 

このうち、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用される地域（569戸：

近接空間）で、昼夜間とも環境基準値以下であったのは515 戸（90.5％）、昼間のみ

基準値以下であったのは52 戸（9.1％）、夜間のみ基準値以下であったのは（0％）、

昼夜間とも基準値を超過したのは2 戸（0.4％）となっていた。 

一方、幹線交通を担う道路に近接する空間の基準値が適用されない地域（932 戸：非

近接空間）で、昼夜間とも環境基準値以下であったのは863 戸（92.6％）、昼間のみ

基準値以下であったのは52 戸（5.6％）、夜間のみ基準値以下であったのは0 戸

（0％）、昼夜間とも基準値を超過したのは17 戸（1.8％）であった。 

 



2 環境基準の達成状況（道路種別） 

 

  道路の種類別に見ると、昼夜間ともに環境基準値以下の割合が最も高かったのは、

一般国道に面する地域が 1127 戸中 1041 戸（92.4％）、ついで都道府県道に面する地

域で 319 戸中 293 戸（91.8％）となっていた。本年度実施した高速自動車国道に面す

る地域では 80 戸中 69 戸（86.3％）であった。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3 環境基準の達成状況（路線別評価） 

 

  本年度の評価対象路線別にデータを集計した結果、昼夜間ともに環境基準以下で 

 あった住居等戸数は、上信越自動車道に面する地域で 80 戸中 69 戸（86.2％）であ 

 った。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

 

 

騒音調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 調査内容 

   

  実施計画のとおり 1 地点において、自動車騒音の道路近傍騒音レベル（環境基準）、 

背後地騒音レベル及び交通量等を調査した。調査地点及び調査項目を表 1に示す。 

また、調査地点全体図を図 1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2 調査方法 

  ◆環境基準の調査 

   ・道路近傍及び背後地の騒音レベル 

 

 

 

 



2 交通量の調査 

  ◆交通量等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 関係法令 

 

  「環境基本法」（平成 5年 法律第 91 号）の規定に基づく騒音に係る環境基準を

以下に示す。 

 

4 調査結果 

 


